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大田原市防災会議条例及び大田原市交通安全対策会議条例の一部を改正する条 

例の制定について 

大田原市防災会議条例及び大田原市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。 
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大田原市防災会議条例及び大田原市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例 

（大田原市防災会議条例の一部改正） 

第１条 大田原市防災会議条例（昭和３８年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第５項第７号中「消防長」を「那須地区消防組合消防長」に、「消防団長」を

「大田原市消防団長」に改める。 

（大田原市交通安全対策会議条例の一部改正） 

第２条 大田原市交通安全対策会議条例（昭和４５年条例第３０号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第５項を次のように改める。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

⑴ 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

⑵ 栃木県の職員のうちから市長が委嘱する者 

⑶ 大田原警察署長の職にある者 

⑷ 大田原市教育委員会教育長の職にある者 

⑸ 那須地区消防組合の職員のうちから市長が委嘱する者 

⑹ 市の職員のうちから市長が任命する者 

附 則 

この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 


